
　
児
童
扶
養
手
当
と
は

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
の
安
定
を

図
り
、
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
制

度
で
す
。

　
18
歳
に
到
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
い
る
児
童

を
扶
養
し
て
い
る
ひ
と
り
親
の
方
ま

た
は
父
（
母
）
に
代
わ
っ
て
養
育
し

て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

★
支
給
額

　
「
大
磯
町
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
条

例
」
に
よ
り
、
22
時
か
ら
６
時
ま
で

は
河
川
や
海
岸
な
ど
の
公
共
の
場
所

や
静
穏
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場

所
で
、
爆
竹
や
ロ
ケ
ッ
ト
花
火
な
ど

の
爆
発
音
を
発
す
る
花
火
を
禁
止
し

て
い
ま
す
。

　
花
火
を
楽
し
ん
だ
後
は
、
必
ず
消

火
し
、
そ
の
場
で
出
た
「
ご
み
」
と

一
緒
に
必
ず
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

　　
近
隣
の
住
民
の
皆
さ
ん
に
迷
惑
に

な
ら
な
い
よ
う
、
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー

の
遵
守
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
環
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深
夜
の
花
火
は
禁
止
で
す
！

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
を

受
け
ら
れ
て
い
る
方
は
届
出
が
必
要
で
す

　
気
温
が
高
く
な
る
と
、
家
の
軒
下

や
庭
木
に
蜂
の
巣
を
見
か
け
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
梅
雨
が
明
け
た
頃
か

ら
、
急
激
に
蜂
の
防
衛
本
能
が
強
ま

り
攻
撃
し
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
屋
根
裏
や
戸
袋
な
ど
狭
い
と
こ
ろ

に
も
巣
を
作
る
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

【
蜂
駆
除
費
補
助
制
度
】

　
ス
ズ
メ
バ
チ
の
駆
除
を
専
門
の
業

者
に
依
頼
し
た
場
合
、
駆
除
に
か
か

っ
た
費
用
の
１
／
２
（
限
度
額
１
万

円
）
に
相
当
す
る
額
を
補
助
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
駆
除
前
と
駆
除
後
の
写
真

・
駆
除
業
者
の
領
収
書
等

【
蜂
防
護
服
貸
出
制
度
】

　
町
で
は
、
自
分
自
身
で
駆
除
を
希

望
す
る
方
に
蜂
防
護
服
の
貸
出
し
を

し
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
環
境

課
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
町
で
は
、
個
人
の
敷
地
内
に
お
け

　
る
蜂
の
駆
除
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

問
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区分 手当の全額を
受給できる方

手当の一部を
受給できる方

児童1人 月額44,140円 月額44,130円～10,410円

児童2人目の
加算額 月額10,420円 月額10,410円～5,210円

児童3人目以降の
加算額 月額６,250円 月額６,240円～3,130円

　
〈
現
況
届
の
提
出
〉

　
毎
年
８
月
は
児
童
扶
養
手
当
の
現

況
届
提
出
月
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を

受
け
て
い
る
方
（
支
給
停
止
の
方
も

含
み
ま
す
）
は
、
全
員
現
況
届
の
提

出
が
必
要
で
す
。
届
出
が
な
い
場
合

は
受
給
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
届
出
期
間
（
８
月
１

日（
火
）～
31
日（
木
））
内
に
必
ず
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は

　
知
的
障
が
い
ま
た
は
身
体
障
が
い

等
の
状
態
に
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童

を
監
護
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
、
も

し
く
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

★
支
給
額

・
１
級（
重
度
障
害
児
）５
３
，
７
０
０
円

・
２
級（
中
度
障
害
児
）３
５
，
７
６
０
円

〈
所
得
状
況
届
の
提
出
〉

　
現
在
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
認

定
を
受
け
て
い
る
方
（
支
給
停
止
の

方
も
含
み
ま
す
）
は
、
全
員
所
得
状

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
届
出
期

間
（
８
月
10
日（
木
）～
９
月
11
日

（
月
））
内
に
必
ず
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

※
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
に
は
、
所
得
制

　
限
が
あ
り
ま
す
。
支
給
要
件
、
受

　
給
資
格
要
件
等
詳
細
に
つ
い
て
は
、 

　
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課　
☎
内
線
３
０
６

蜂（
ス
ズ
メ
バ
チ
）の

駆
除
は
お
早
め
に
！

　　
お
お
い
そ
廃
棄
物
減
量
化
等
推
進

員
は
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、

ご
み
の
減
量
化
・
資
源
化
の
普
及
啓

発
や
ご
み
の
分
別
、
排
出
指
導
な
ど

に
つ
い
て
、
町
と
と
も
に
活
動
し
て

い
ま
す
。

　
ご
み
に
関
し
て
理
解
や
意
欲
の
あ

る
方
で
、
地
区
か
ら
推
薦
さ
れ
た
次

の
25
人
の
方
に
推
進
員
を
委
嘱
し
て

い
ま
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ん
も
推
進
員
の
活
動

に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
地
区
の
ご
み

集
積
場
所
で
の
分
別
精
度
の
向
上
や

ご
み
の
減
量
化
・
資
源
化
を
目
指
し

ま
し
ょ
う
！
（
敬
称
略
）

○
地
区
推
進
員

　
鯉
沼　
博
和
（
高
麗
）

　
石
橋　
泰
信
（
東
町
）

　
鈴
木　
義
美
（
長
者
町
）

　
山
本　
巖
（
山
王
町
）

　
山
田　
操
（
神
明
町
）

　
中
村　
晃
也
（
神
明
町
）

　
宮
川　
裕
之
（
北
本
町
）

　
秋
道　
亮
一
（
北
下
町
）

　
宮
代　
秀
一
（
南
本
町
）

　
青
木　
紀
子
（
南
下
町
）

　
山
田　
節
子
（
茶
屋
町
）

　
齋
藤　
久
美
子
（
裡
道
）

　
木
下　
修
司
（
台
町
）

　
栁
田　
進
（
西
小
磯
東
）

　
渡
邉　
雅
春
（
西
小
磯
西
）

　
小
島　
陽
雄
（
中
丸
）

　
毛
利　
泰
輔
（
馬
場
）

　
脇　
　
昭
彦
（
国
府
新
宿
）

　
簑
島　
亨
（
月
京
）

　
飯
田　
麻
里
（
生
沢
）

　
林　
　
晃
史
（
寺
坂
）

　
二
宮　
明
子
（
虫
窪
）

　
伊
澤　
富
男
（
黒
岩
）

　
菊
田　
稔
（
西
久
保
）

　
高
木　
敏
宏
（
石
神
台
）
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お
お
い
そ
廃
棄
物
減
量
化
等
推
進
員
を
委
嘱
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